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〈 介護給付費等算定に係る体制届について 〉

１ これまでとの変更点

〔 様式や添付書類が変更になっています 〕

必ず最新の様式や添付書類を確認し，届け出てください。過去に使用した様式を安易

に使用しないでください。

〔 添付書類を削減しました 〕

加算の届出書の様式等を変更することにより，これまで添付を求めていた，加算の算

定要件を満たすことが確認できる書類（資格証，手帳，計画書等）について，添付を不

要としました。事業者の責任において，要件を満たすことを確認の上，届け出てくださ

い。添付を求めていない書類が添付されていた場合，原則返却します。

なお，加算の届出書に，加算の算定要件を満たすことが確認できる書類の添付を求め

る記載がある場合は，添付してください。

２ 届出書作成にあたっての注意点

〔 算定要件を理解した上で，届け出てください 〕

例年，算定要件の理解不足から，無意味な書類の添付や，必要事項の記載漏れ及び記

載不要にもかかわらず適当に記載している届出書が散見されます。

そのような届出書は，補正されるまで受理せず，一件書類を返戻しますので，算定要

件を十分理解した上で，届け出てください。

なお，届出書記載にあたっては，算定要件を満たしていることが明確にわかることを

確認の上，提出してください。

〔 記載内容の整合性を確認してください 〕

記載内容について，他の書類との整合性を十分に確認してください。

例）従業者の勤務時間 ～ 雇用契約書，出勤簿（タイムカード），賃金台帳

利用者負担額 ～ 精算書，領収書，決算書

利用日数 ～ 利用者数算定表，給付費等明細書

３ 提出期限

提出期限を厳守してください。提出期限までに受理されない場合，4月からの体制届

けを要する加算等の算定は認められません。

なお，提出時に，届出書類を基に要件の審査を行いますので，時間に余裕を持って来

庁してください。来庁順に審査しますが，事前に来庁時間をお知らせいただくと，その

時間帯に優先的に審査しますので，事前の連絡をお勧めします。

要件審査の結果，添付書類を添付していない場合や記載事項に不備がある場合は，補

正されるまで受理せず，一件書類を返戻しますので，提出期限までに十分な余裕を持っ

て提出することをお勧めします。

特に，郵送で提出される場合は，補正等に時間を要するため，受理までに時間を要す

ることが想定されますので，ご注意ください。
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〈 定員の遵守について 〉

災害等やむを得ない場合を除き，定員超過は認められていないため，運営規程において

定められた居室，ユニット及び共同生活住居の入居定員を超えて，利用者を入居させては

ならないことに留意してください。

入居定員を超えた場合，報酬算定できませんので留意してください。

詳細は，平成29年1月25日付け通知「指定障害福祉サービスにおける定員の遵守につ

いて」でお知らせしているとおりです。

〈 住居・居室の届出について 〉

設備要件を満たしているとして届出があり，当課が確認を終えた住居・居室でのみ，サ

ービス提供を行うことになるます。

必ず，事前に届け出を行い，利用者の入居を行ってください。届出のない住居・居室で

サービス提供を行っても，報酬算定できませんので留意してください。

〈 利用者の金銭管理について 〉

利用者から金銭の出納管理を依頼され行っている場合，出納管理に係る費用を徴収しな

い場合であっても，次の要件を満たすようにしてください。

（1） 責任者及び補助者を選任し，印鑑と通帳を別々に保管すること。

（2） 適切な管理が行われているかの確認を，複数の者により常に行うこと。

（3） 個人別の出納台帳等を備えること。

なお，従業者が個人的に利用者と金銭のやり取りをすることがないよう十分留意してく

ださい。
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